
（案１）
国立公文書館を国に戻し、公文書管理機能のすべて
を１つの組織にまとめる

公文書管理担当機関
（内部部局・外局又は特別の機関）

内閣府・総務省・国立公文書館の
機能を強化した上で一元化

内閣府

（案２）
国立公文書館を、司法府・立法府からの円滑な移管
が可能となるような「特別の法人」に改組

制度官庁（内部部局）

内閣府・総務省の機能を
強化した上で一元化

国立公文書館
（特別の法人）
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書
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メリット デメリット

ライフサイクルを通じ
た統一的かつ効率的な
文書管理を実現できる

国家公務員の定員管
理との関係について整
理が必要

専門家の採用など柔
軟な運用ができにくい

立法府・司法府の公
文書の受入れが円滑
に行える

法人による柔軟な業
務運営と権限強化を両
立できる

特別の法人に対する
政府の関与に一定の限
界がある

組織が２つに分かれ
るため、連携の在り方
が課題

公文書管理担当機関の組織の在り方について
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